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【梗 概】

本稿は､家督を継いだばかりの信長が､知多郡 ･篠島の商人を保護し､彼らに対し往来の自由を認めた折

紙の分析である｡本稿での私の目的は､当文書発給の歴史的な場面を復元することにあるO

ここで私は､先学が暖味にしてきた ｢当所守山｣を､当時の信長の勢力圏 ｢那吉野 ･守山間｣とし､宛名

の ｢大森平右衛門尉｣を守山 ･大森にあった宿 ･関と関わった人物で､この折紙により､知多郡 ･篠島の商

人の商人司に任命されたとの考えを提出した｡当時交通の自由を妨げていたものは､通説では経済関とされ

ているが､この文書の分析によって明らかになったことは､質取 りや喧嘩などで人身の自由が脅かされてい

たことが大きかったとなろう｡

【キーワー ド】

織田信秀､織田信長､織田信光､松平活康､松平竹千代 (徳川家康)､今川義元､水野信元､守山崩れ､瀬

戸山離散､村木攻め､桶狭間の戦い

【目 次】

1.はじめに 1)史料

2)研究史

2.文書の分析 I 1)文言一楽市令との比較

2)構造一基幹部分と枝葉部分

3.歴史的背景 一 天文21年10月12日とはどのような時か

4.文書の分析Ⅱ 1)対象- ｢智多郡井篠島商人｣とは何か

2)範囲- ｢当所守山｣とはどのような範囲か

3) 目的- ｢然者不可致敵味方者也｣とは何か

4) 自由通行とは何か

5.文書の受取人 - ｢大森平右衛門｣とはどのような人物か

6.むすび

1.はじめに

1)史 料

織田信長が発給 した文書の中には､知多郡と篠

島の商人に対して自由通行を命じた､次の天文21

年10月12日付け文書 1)がある｡信長にとって天文

21年2)とは､3月 3日に父信秀を病死で失い､19歳

で家督を相続 した年にあたっている｡この文書は

その直後に作られたもので､信長文書の中では極

めて初期のものに属している｡ここでは､今後こ

の文書をA文書と表記することで議論を進めて行

きたい｡

智多郡井篠島商人当所守山往反事､国質 ･郷質 ･

所質井前々喧嘩､或如何様之錐有宿意之儀､不可

有違乱候､然者不可致敵味方者也､仇状如件､
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天文甘壱

十月十二日 信長 (花押)

大森平右衛門尉殿

安 野 星 章

2)研究史

A文書を収録した 『古今消息集』四には､｢信長

御判写折紙｣との注3)を付けている｡信長花押の

存在からA文書は信長の ｢判物｣であり､年月 日

の書き方から ｢折紙｣であることは間違いない｡

A文書に関する説明 ･解説として､先ず最初に取

り上げるべきものに､信長文書を網羅的に収集 ･

研究した奥野高広氏の解説がある｡氏はこのA文

書を著書 『織田信長文書の研究1)』 に収録するに

あたり､当文書の訓み下し文に続けて､次のよう

な ｢文書の研究及び解説｣を記 している｡

｢智多郡｣と篠島 (知多湾上の島｡面積七平方

杵｡漁業の島)の商人が守山 (名古屋市守山区)

に往来するについての自由を保証した判物であ

る｡国質 ･郷質 ･所質についてはまだ明確な解

釈がついていないけれども､貸借関係で債務の

弁済をもとめることができない場合には質物を

取上げるとの契約のことのようである｡それら

の違乱を禁じ､もちろん敵味方の戦いをしては

ならないとした｡大森平石衛門尉は､今の名古

屋市守山区大森の出身で､信長の ｢智多郡｣の

郡代であったろう｡

この解釈の持つ問題点の一つは､｢智多郡井篠島

商人当所守山往反事｣を (知多郡と篠島の商人が

守山に往来すること)と解釈 し､｢当所｣を意図的

に無視したのでないとすれば､｢当所｣を ｢智多郡

井篠島｣とし､｢自由往来の範囲｣を (知多郡･篠

島と守山の間)としていることである｡また現在

では､織田信長の研究や国質･郷質･所質の研究5)

は進んでおり､それらの点からもこの奥野説は再

検討に値しよう｡ところで 『角川日本地名大辞典

23 愛知県 6)』 の ｢守山｣の項には次のようにあ

る｡

当地は大永元年今川氏親が築いた那古野城に

対抗して築かれたという守山城があり､同六年

には松平信定が城主となったが､天文四年松平

活康が家臣阿部弥七郎に試殺されたいわゆる守

山崩れののちは織田信秀の支配下に置かれたと

いう｡城下は市場町としても繁栄し､天文二十

一年十月十二日付織田信長判物では "智多郡井

篠島商人当所守山往反事"として知多郡および

篠島方面から当地に来訪する商人が質取や喧嘩

などの問題に巻き込まれないよう保護を加えて

いる｡

守山城が三河の松平氏の支配から海東郡勝幡を

根拠地とする織田信秀の支配下に変化したとの歴

史的経緯は､A文書の研究を進める上で大切であ

る｡また ｢当所守山｣に関して云えば､奥野説と

は逆に､ここでは ｢当所｣- ｢守山｣とし､さら

にこれを ｢当地｣と言い直してお り､｢自由往来の

範囲｣も局所的な ｢守山城下市場町｣に限定して

いるのである｡他方､平凡社の 『日本歴史地名大

系23 愛知県の地名7)』には次のようにある｡A

文書を (智多郡井篠島商人に対する保護)と理解

する点は共通 している｡

天文頃の守山は商業が発達 し､知多郡や篠島

の商人も往来 していたようで､同二一年､信長

はその商人に保護を加える判物を発している｡

(中略)現在も市場の地名がある｡

この (知多郡や篠島の商人に対する保護)との

理解は､恐らく大筋では間違いあるまい｡しかし､

例えば ｢然者不可致敵味方者也｣の部分を (保護)

とは解釈できないので､A文書全体を (保護)の

一言で片付けるのではなく､文言一つ一つについ

ての注意深い吟味が必要であろう｡また永原慶二

氏は論文 ｢戦国期伊勢 ･三河湾地域の物資流通構

造8)｣で､A文書の対象世界を (守山城下市場)､

文書の目的を (市-の商人の招致)とする考えを

引き継ぎ､A文書を次のように説明している｡

大森氏は名古屋の東北に接する現在の守山市

大森を本貫とした在地豪族で､守山市の市物管

理にかかわっていたらしい｡信長の方針は知多･

篠島の商人の来市を歓迎し､守山市の繁栄をは

かっているのである｡守山は庄内川 と矢田川の

合流地点から少し矢田川をさかのぼった右岸地

点にあるが､庄内川は戦国期でも河口から清洲･

枇杷島辺 りまでは舟運が行われていた｡織田氏

としても､守山市への知多 ･篠島商人の招致は､

海産物を中心とする諸物資の入手という観点か

ら戦略的意味をもつものと見ていたはずである｡
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ここで守山を名古屋から独立した守山市として

いるのが､これは名古屋市守山区の誤りである｡

しかし庄内川 ･矢田川の水運の説明には聞くべき

ものがあろう｡ここでは ｢大森平石衛門尉｣は

(智多郡の郡代)ではなく､守山城下市場の (市

物管理者)とされ､A文書発給の目的は守山城下

の(市場振興策)だとされている｡以上のように､A

文書の ｢自由往来の範圃｣や ｢大森平右衛門尉｣

等々については､管見に入っただけでも多くの解

釈が存在しているのが実状である｡

それ故本稿の課題は､これらの諸説を再検討し､

A文書を当時の政治的 ･歴史的な世界にいったん

埋め戻すことによって､A文書の伝えるメッセー

ジを新たに蘇らせ､再確認することにある｡次章

では､先ずこのA文書に登場する文言を､楽市令

や信長文書にあるこれ以外の自由通交令と比較し

たい｡次にこの比較を通じて明らかとなったA文

書の事実書きの構造を問題としたい｡

2.文書の分析 Ⅰ

1)文言一楽市令との比較

前述したように､平凡社や角川の地名辞典では､

A文書の情報 ･メッセージの中心を (知多郡や篠

島の商人に対する保護)としており､永原慶二氏

はこれをさらに発展させて､(商人の招致)(城下

市場の振興策)としている｡戦前において､小野

晃嗣氏が楽市楽座令を (城下町振興策)として解

釈した9)ことは有名だが､永原氏のA文書解釈も

ややこれと似ている｡その根拠として､確かにこ

のA文書の文面上には､楽市令に登場するのと同

じ文言を見出すことができる｡

例えば､後北条氏が天正6年に世田谷新宿に宛

てた｢提10)｣の第三条と第四条にはそれぞれ｢国質･

郷質不可取之事｣｢喧嘩 ･口論令停止事｣とある｡

また織田信長が永禄10年に岐阜城下の楽市場宛て

に出した ｢定11)｣の第一条と第二条にも､それぞ

れ ｢当市場越居之者､分国往還不可有煩--･｣｢不

可押員 ･狼籍 ･喧嘩 ･口論事｣とある｡A文書の

事実書きの中でこれら楽市令の文言と対応する部

分に下線を引く[｢提｣に対応するところには を､′し｢＼ノ＼…

｢定｣には_を引く]と次のようになる｡

智多郡井篠島商人当所守山往反事､国質･郷質･

所質井前々喧嘩､戎如何様之雄有宿意之儀､杢ヨハノ＼′＼′Lへノヽ ′ヽrUヽ′u…

有違乱候､然者不可致敵味方者也､
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しかしながら､楽市令と似た文言が登場するこ

とを理由に､この折紙もまた市場宛て文書で (商

人に対する保護令)だと結論を下すことは不可能

だろう｡特に注目すべきは ｢定｣の ｢分国往還不

可有煩｣に対応する ｢当所守山往反事｣と ｢不可

有違乱候｣の間に ｢国質 ･郷質 ･所質井前々喧嘩､

或如何様之雄有宿意之儀｣の文言が挿入されてい

ることである｡これを (往来 ･通行の自由に敵対

する ｢違乱｣の具体的な例示)と考えると､A文

書は全体として (商人等に対する往来 ･通行の自

由保証)となろう｡

2)構造-基幹部分と枝葉部分

信長文書の中に､この折紙と同様 (商人等に対

する往来 ･通行の自由保証)を記したものを探し

て行くと､次の四つを見出すことができる｡それ

らを年代順に､史料B～Eと名付け､さらにそれ

ぞれ (往来 ･通行の自由)の保証された人物など

の (対象)には符号aを､その人物が自由に通行

できる (範圃)にはbを､(保証文言)にはdを付

すと､次のようになる｡

B 永禄参年9月､生駒八右衛門宛て判物折紙12)

a諸荷物馬壱匹､b国中往還之事､於末代d

違乱有間敷者也､仇如件

C 永禄5年3月17日付け熱田座主御坊宛て判物

折紙13)

a六拾六部之経聖､b当国往反事､如前々d

不可有違乱者也､仇如件

D 永禄6年の尾張瀬戸宛制札14) の第一条

瀬戸物之事､a諸郷商人､b国中往反d不可

有違乱事

E 永禄10年の美濃楽市場宛て制札15)の第一条の

最初の部分

a当市場越居之輩､b分国往還d不可有煩

Eは前述の ｢定｣で楽市場宛て制札であるが､

少なくともB､Cは市場宛てのものではない｡そ

れ故我々が問題としているA文書も､地名辞典や

永原氏のように (市場宛て文書)とする必要はな

く､より一般的に (往来 ･通行の自由を保証した

もの)と考えて良いことになろう｡以上の観点か

ら､A文書の事実書きを次のようにa～ eと五分

解したい｡a､b､dは史料B～Eと対応してお

り､aは通行の自由が保証された(対象)を､bは

その (範囲)を､dは く保証文言)を示している｡
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a智多郡井篠島商人b当所守山往反事､ C国質 ･

郷質 ･所質井前々喧嘩､戎如何様之雄有宿意之儀､

d不可有違乱候､e然者不可致敵味方者也､仇状

如件､

天文廿壱

十月十二日 信長 (花押)

大森平石衛門尉殿

Cは往来 ･通交の自由に敵対する ｢違乱｣の具

体的な (例示)であり､｢然者｣以降のeは､信長

が ｢智多郡井篠島商人｣に往来 ･通行の自由を与

えたことに対し､信長側の要求した (反対給付)

と考えられよう｡B～Eにおいては自由通行の保

証が無条件であるのに対して､A文書では自由往

莱-の く保証文言)dだけでなく､｢違乱｣の具体

的な (例示) Cや､自由往来-の く見返 り)eが

存在している｡B～EにないこれらC ･eの存在

がA文書の特徴である｡

Cの存在は､信長が ｢智多郡井篠島商人｣に対

して自由通行を保証する際に､自由通行の具体的

内容の明示が必要であったからと解釈できるが､

eの存在はこの文書発給の政治的な背景､特に当

時の信長の非力さと関係があろう｡ともあれ以上

の史料B～EやA文書を全て (自由通行令)と名

付けるとすれば､A文書のメッセージの中核は ｢a

智多郡井篠島商人b当所守山往反事｣｢d不可有違

乱候｣となり､これをA文書の 《基幹部分力と名

付けることができよう｡

つまり地名辞典や永原氏は当文書の《枝葉部分)

に注目して､その文言 ｢国質 ･郷質 ･所質井前々

喧嘩､戎如何様之錐有宿意之儀｣の中に楽市令と

似たものがあることを理由に､A文書を楽市令と

似た く城下市場の振興策)としたのである｡しか

しA文書を全体的に理解するためには《基幹部分力

にこそ注目すべきであり､A文書は全体として(自

由通行令)と考えられよう｡次にA文書が発給さ

れる歴史的な背景を､天文21年10月12日と云 う時

代の面から考えて行きたい｡

3 歴史的背景 一天文21年10月12日とはどのよ

うな時か

ここではA文書発給当時の時代的背景を守山と

知多郡を中心に考察したい｡

既に述べたとおり､天文21年とは､3月3日に父

信秀が病死し､信長が家督を継いだ年である｡こ

の年のことがよく分かれば､奥野氏の云う (大森

平石衛門尉-智多郡郡代説)が成立しないことは

明かとなろう｡ところでこれより先､三河の松平

清康は居城を安城から岡崎に移し､享禄2年に吉

田城 (豊橋市)や渥美半島の田原城を落とし三河

全土を制圧してから､尾張の品野城 (瀬戸市)､岩

崎城 (日進町)を落とし､度々尾張を侵略した16)

が､天文4年の守山崩れ17)で滅びた｡

『信長公記18)』には､信長の父信秀について ｢一

ケ月は美濃国-御働き､又翌月は三河の国-御出

勢｣とあり､信秀は斉藤 ･松平両面の敵と戦って

いた｡守山を奪った信秀は反転攻勢に出て､天文

9年には三河の安祥城を陥れた｡天文12年には､

尾張と三河の国境 ｢境川｣近くの刈谷や緒川を中

心に､知多郡の常滑 ･大高や愛知郡の戸部等に勢

力を築いていた水野氏19)を織田氏に従わせた｡こ

の織田･水野両氏の同盟成立を以て､信秀は愛知･

知多両郡を勢力下に収めた｡

しかし駿河 ･遠江両国守護の今川義元は天文19

年に安祥城を奪い返し､天文16年以来織田方の人

質となっていた松平竹千代 (後の家康)を取り戻

し､自己の保護下に置き､西三河に支配を進めた｡

この結果､信秀の愛知 ･知多両郡支配は崩壊の危

機に晒された｡竹千代を人質に取っている間は､

松平氏ににらみが利いたが､ここに至り瀬戸の品

野城の存在がにわかに強調されてきたのである｡

一万､倍秀は天文17年に美濃の斉藤道三と和睦し､

信長と道三の娘との婚姻が成立していた｡

このような状況下で信秀は死に､その後一ケ月

後､鳴海城主の山口親子は今川方-と寝返った｡

信長は早速同年4月17日に赤塚で鳴海九郎二郎と

戦ったが､勝負は付かず､知多半島の西の付け根

の大高 ･沓掛 ･笠寺などが新たに今川氏の勢力下

に入った｡しかし東の付け根にある緒川の水野信

元は依然として織田方で､猿投山から知多半島に

かけての丘陵地帯と境川周辺は両氏の係争地帯と

なった｡以上の織田 ･今川両氏の対立に決着を付

けたのは8年後の桶狭間の戦いである｡

天文21年当時を考えると､品野城 ･桑下城 ･落

合城を拠点として瀬戸地方一帯を支配する今川氏

に対して､織田氏の防衛ラインは小幡城･守山城･

末盛城であり､両者の中間地帯に当たる尾張旭市

には､現在までのところ戦国期の城は発見されて

いない20)｡永禄 3年には信長は､桶狭間の戦いの

前哨戦として品野城を落とした｡このように瀬戸

は長いこと織田氏と松平 ･今川氏との対立の渦中
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にあり､陶工たちは瀬戸から美濃などに避難した｡

これを ｢瀬戸山離散21)｣という｡

永禄5年､尾張を統一した信長は三河の松平元

康氏 (後の徳川家康)と清洲会談で同盟を結んだ｡

このことは彼ら2人のその後とって大きな意味を

持つ出来事であるが､瀬戸山にとっても長いこと

失われていた平和が戻ってきた点で､大きな出来

事であった｡このような時代的な文脈において､

史料Dの永禄 6年の信長制札を見ると､瀬戸山復

興の息吹が感じられる｡第二条に ｢塩あい物以下

出入不可違乱㍑)｣とあるが､知多郡や篠島の商人

たちの活躍が公認されたのだろうか.

信長の根拠地那古野 ･熱田から陸路で緒川 ･刈

令-行くには､鳴海 ･大高が行く手を遮 り､また

今川方の岡崎から鳴海 ･大高-も､緒川 ･刈谷が

行く手を遮る関係にあった｡つまり､今川方の鳴

海 ･大高等々と織田方の緒川 ･刈谷等々は互いに

敵陣深く食い込んでいたが､両者は共に知多半島

を挟みそれぞれ海で繋がっていたのである｡それ

故知多半島全体の政治的な帰属は微妙であった｡

『信長公記23)』では山口親子の寝返 りにより､知

多郡は今川方になったとして､次のようにある｡

上総介信長､尾張半国は進退なすべき事に候

-ども､河内一郡は､二の江の坊主服部左京進

横領して､御手に属せずO智多郡は駿河より乱

左上､残って二郡の内も､乱世の事に候間､健

に御手に随はず､此の式に候間､万御不如意千

万なり｡

山口左馬助､同九郎二郎父子に､信長公の御

父織田備後守､累年御目に懸けられ､鳴海在城

不慮に御遷化候-ば､程なく御高恩を忘れ､信

長公-敵対を含み､今川義元に忠節なし､居城

鳴海に引き入れ､智多郡御手に属し､其の上､

愛智郡-推し入り､笠寺と云う所に要害を構-､

岡部五郎兵衛･かつら山･浅井小四郎･飯尾豊前･

三浦左馬助在城｡鳴海には子息九郎二郎を入れ

置き､笠寺の並び中村の郷取出に構-､山口左

馬助在陣なり｡

角川の地名辞典 『愛知県』の ｢知多郡｣によれ

ば､南北朝期以降ここは三河の守護一色氏が支配

し､三河から知多湾を経て成岩 (現半田市)から

常滑 ･大野から伊勢湾に抜ける知多半島横断陸路

が成立した｡戦国期になるとこの横断陸路を緒川･
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刈谷を支配した水野氏が支配下に置いた｡一方半

島の西海岸は大野 ･内海 ･幡豆ケ崎までを佐治氏

が支配し､海賊衆をも統制下に置いていたOまた

一時期渥美郡の田原城主戸田氏が羽豆崎城や河和

城をも支配下に置いたとある｡

つまりA文書作成当時､篠島の支配者は佐治氏

か戸田氏かとの問題が生じており､篠島には知多

半島よりも強く今川氏の勢力が及んでいた可能性

がある｡また桶狭間の戦い以降､佐治氏など知多

半島の領主は信長に従ったとあるO逆に言えば､

この当時智多郡には今川側の力が強く及んでおり､

戦国期において水野氏が知多半島横断道路の支配

権を握っていたとしても､知多郡全体の政治的な

帰趨は明確でなく､信長による知多郡の郡代派遣

など不可能だったと思われるC

奥野氏は ｢大森平石衛門尉は､今の名古屋市守

山区大森の出身で､信長の (智多郡)の郡代であ

ったろう｣としているが､既に述べたように､信

長が守山 ･大森出身の大森平右衛門尉を郡代とし

て派遣することは不可能だったと思われる｡また

｢知多郡｣の郡代がもし現実にいたとすれば､そ

れはむしろ刈谷 ･緒川を中心とする水野信元こそ

が相応 しかったと思われる｡それ故いずれにせよ､

奥野氏の云う (大森平右衛門尉-智多郡郡代説)

は成立しないと思われる｡

次章では当文書の内容面での分析を進めたい｡

1)､2)では自由通交の対象 aと範囲bを考察 し

たい03)ではeの反対給付を考察することにより､

この文書の政治的な背景や隠された目的を明らか

にしたい.最後の4)では C､dを中心に､自由通

交とは何かを考察したい0

4 文書の分析Ⅱ

1)対象-a ｢智多郡井篠島商人｣とは何か

信長が保護した ｢智多郡井篠島商人｣とは何か｡

その歴史的な性格をここでは問題としたいoこの

時代の ｢商人｣とは (行商人)を意味しており､

｢智多郡井篠島商人｣とは (知多郡や篠島からや

って来た行商人)のことである｡ここでは先ず

｢篠島｣から考えていきたいC

知多半島と渥美半島は蟹が両腕を伸ばして三河

湾を抱え込む形をしている｡その蟹の両腕の中間

にある海峡に篠島は浮かんでいる｡現在では知多

半島と篠島 ･El賀間島 ･佐久島の間には愛知用水

が貫流し､篠島は知多半島と一体化しているが､



46 安 野 義 幸

図1 自然地形のなかの清須 (⊂=コは自然堤防)

『境界と都に生きる人々』新人物往来社1995年

古代の篠島は三河国に属していた｡これは現在の

地図においても､三河国幡豆郡に対し､知多半島

の先端に羽豆岬が見られるように､古墳時代には､

三河湾を中心として伊勢 ･志摩､渥美半島と共に

一つの海域世界 ｢幡豆｣を形成していた24)からで

ある｡

しかし中世の篠島は伊勢国度会郡､または志摩

国答志郡に属していたという｡その最大の理由は､

伊勢神宮の三節会にこの篠島より御幣鯛 (おんぺ

たい)を奉献25)していたことである｡ここから文

献資料的に確かめられないとしても､中世篠島の

漁師たちは ｢伊勢神宮の神人｣として伊勢神宮の

特権を笠に ｢座｣を形成し､魚を販売していたと

想像されるC一方近世では､篠島は尾張国知多郡

に属し､隣の日賀間島からは将軍や尾張藩主に御

用鯛を献上する習わしになったというC

御用鯛には生鯛､干鯛､浜焼鯛などがあり､鯛

腸塩辛も特産品であったとある｡これらの島の帰

属には家康の意向が強く係わっていたようである｡

このA文書は篠島と知多郡とを一緒に捉えている

点で､近世の篠島の在 り方を予見させている｡以

上から､奥野説のとおり､篠島の商人は ｢魚｣を

商っていたと思われる｡魚は生の他､干したり焼

いたりしていたと思われる｡次に ｢智多郡商人｣

の商っていた知多郡の特産物を考えて行きたいo

知多半島には有名な焼き物の産地 ｢常滑｣がある｡

知多郡では製塩業が盛んだったことは考古学的

な遺跡から明らかである｡宮本常-氏の ｢塩の

道26)｣の研究によれば､三河や尾張から川を遡り

信州に至る多くの道が古来塩の道として存在して

いたという｡となれば､知多の製塩業者たちは同

時に塩売りでもあったとなるQまた｢肥前の唐墨｣､

｢越前のウニ｣と並ぶ三大珍味に､海鼠の腸から

作る ｢大井のこのわた27)｣がある｡大井とは現南

知多町の港で､｢このわた｣は知多半島の特産物で､

上述の鯛腸塩辛はこの代用品という｡

木曽川の水を知多半島に引く ｢愛知用水｣のア

イディアが生まれたように､丘陵地帯からなる知

多半島は農業用水の不足する畑作地帯で､地図上

には多くの溜池が見られる｡近世では溜池堀の技

術を持った人々は ｢黒鍬者28)｣と呼ばれ半島から

出稼ぎに出ていた｡この他､近世の出稼ぎ人に

｢大野鍛冶｣｢知多万歳29)｣等を挙げることも出来

よう｡また近世では常滑 ･野間 ･師崎 ･篠島 ･亀

崎などは千石船の着く湊で､内海船 ･伊勢海運の

活躍する世界でもあった｡

江戸大坂間の海運業の発展につれて､古くから

の製塩業を背景に､半田の醸造業は発展し､酒 ･

味噌 ･食酢 ･醤油の生産地となった｡近世では三

河木綿と並び ｢知多木綿｣｢知多晒｣が特産物とな

るが､生糸から木綿-と転換する以前は､ここは

養蚕業の盛んな地域であったと思われる｡それ故､

篠島を漁師の島とするなら､知多半島は女は山仕

事､男は漁の ｢半農半漁の世界｣で､古くから行

商 ･出稼ぎ等々の形で他の地方に出かける人々の

多い地域だったとなろうc

A文書においても､｢智多郡井篠島商人｣たちは

｢当所守山｣に根拠地を築き､魚 ･塩などの行商

をしていたと考えられる｡名古屋市とその周辺地

域の民俗調査によると､魚は熱田から来る ｢宮の

魚屋｣と庄内川河口の ｢下之一色｣から来る行商

人から買うのが常で､晴れの食事や行事食には｢宮

の魚屋｣から､一般の煮魚用の魚 ･鰯 ･アサリ･

シジミは ｢下之一色｣の振り売 りから買った30)と

ある.｢下之一色｣には近世には問屋が集まり､青

物市場もでき､物流の中心地となった｡

また ｢愛知｣の言葉の起こりは ｢鮎市｣｢アユ

チ｣とされており､古来熱田には魚市場があった

と考えられている｡江戸時代はもとより､中世に
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おいてもその存在は確かめられる｡つまり知多郡

や篠島の漁師たちは､一方では熱田の魚市に生魚･

あい物 ･干物などを卸し､他方では､自身行商人

として魚製品の振 り売 り･小売 りを行い､戦国期

には庄内川を遡 り､守山辺 りを根拠地としていた

が､近世では庄内川河口の ｢F之一色｣がそのセ

ンターとなったと考えられよう｡

以上から戦国期の ｢智多郡井篠島商人｣とは､

海産物を中心とした塩 ･生魚 ･あい物 ･干物など

の商品の行商人 ･振 り売 り商人と考えて良いだろ

う｡漁師たちの乗る船は同時に梅適業にも転用可

能であり､漁師たちの顔の一つが行商人とすると､

海運業者たちのもう一つの顔は海賊 となろう｡｢智

多郡井篠島商人｣に武装した海賊としての顔が隠

されていたとすると､文書中に ｢前々喧嘩･宿意｣

という海の男らしい荒々しさが記されていること

が良く理解できよう0

2)範囲-b｢当所守山｣とはどのような範囲か

奥野氏の解説によると､自由通行の (範囲)b

は ｢智多郡井篠島｣と ｢守山｣との間となる｡こ

の理解は前述の史料B～Eにおいて､自由通行の

(範囲)bが広域な ｢国中｣｢当国｣｢分国｣とな

っていたことと対応 し､幾つもの郡に跨る広域圏

を問題としていることになる｡父信秀の築いた最

大規模の勢力範囲は､確かに愛知 ･知多両部を含

んでいたが､家督を相続 したばか りで､出方の敵

と対峠 していた信長が知多郡を支配下に置くこと

ができなかったことは既に述べた｡

一方 『角川日本地名大辞典』や永原氏の理解で

は､｢当所｣-｢守山｣と理解 し､この判物を守山

城下の (市場宛法令)とし､自由通行の (範囲)

bを逆に極端に狭 く解釈している｡ しかし｢守山｣

は天文二年の守山崩れの後､信秀が松平氏から奪

った城で､当時叔父 ｢信光｣の居城であった｡こ

の判物を城下市場宛 (商人誘致の法令)とするな

ら､城主 ｢信光｣の法令の方が自然で､一族の当

主だからとは云え､信長が叔父の居城の城下市場

に宛ててなぜ法令を出したのか疑問が残る｡

辞書によれば､｢当所｣の ｢当｣とは ｢この､現

在の｣などを意味するとある｡この文書に即して

考えれば､信長と大森平右衛門尉との間で ｢この

所｣と云った時､互いにどこを指 していると了解

したのかが問題である｡先学の理解は全て (大森

氏の現にいるところ)との理解に立っている｡し

かし (信長が現にいるところ)との理解も可能な
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のではあるまいか｡前述した史料Cの｢当国｣は､信

長の側からの言い方で､信長の統一した尾弓長の国

を指 し示 している｡

つまり､｢当所｣とは (信長が現にいるところ)

を指すとすれば､当時信長の居城は｢那古野｣城､現

在の名古屋城の一部 (現名古屋市中区)だったこ

とから､｢当所｣とは ｢那古野｣城を指 し､文書が

保証した自由通交の (範囲)は､｢那古野｣｢守山｣

間と考えられる｡現在の地図を見ると､名古屋城

の外堀のさらに西側に､城から伊勢湾までほぼ南

北に ｢堀川｣が流れている｡この川は城の北部

｢名城公園｣から東北に向きを変え､名前も ｢黒

川｣と変わり､矢田川に合流する｡

『角川仁1本地名大辞典』によれば､｢堀川｣は慶

長15年名占屋城築城の際､城と熱田港とを結ぶた

め､福島正則を普請総奉行として開削したとあり､

矢田川との間も､寛文3年の御用水路､天明4年

の大事川､明治10年の黒川開削によるとある31)0

一方 『平凡社 日本歴史地名大系』では､｢那吉野｣

城は後の名古屋城二の丸､明治の陸軍歩兵第六連

隊の所在地にあり､いわゆる名古屋台地の北で､

その北端は断崖で､その向こう ｢名城公園｣の当

たりは沼地であったと云 う32)｡[図 1参照]

つまり､この沼地の水を利用 して ｢堀川｣は掘

られたのである｡この沼は矢田川の遊水池で､黒

川､大寺川､御用水路の開削がなされる以前から

水路で矢田川と結ばれていたと思われる.矢田川

の本流は庄内川と合流するのに対して､｢那舌野｣

城の北の沼地は矢田川の遊水池として､矢田川に

結びついていた33)可能性がある｡それ故｢那古野｣

｢守山34)｣は同じ庄内川の中流域に属していたと

考えられようC矢田川をさかのぼれば､尾張旭市

や猿投山の麓の瀬戸市に至る｡

三河の松平清康が品野 ･岩崎に拠点を築いてか

ら守山に進出した経緯を見れば､当時矢田川の上

流尾張旭市･瀬戸市の領域には松平氏 (-今川氏)

の勢力下が及んでいた可能性は強い｡またこの流

域世界は信長の力の及ばない枇杷島 ･清洲とも接

していたo信長は天文21年8月清洲守護代家の家

宰坂井大膳との対立の中で､庄内川を越 して萱津

で戦い､天文23年 1月には緒川城 ｢後詰め｣のた

め村木攻めを行うが､これらの戦いを共に叔父の

信光と戦ったのである｡

同年4月に清洲城占領後は､信長が清洲城に入

った後､信光は信長の居城那吉野城に入った35)0

つまり信光は､家督継承直後凶方を敵に囲まれて
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図2 村木の戦い展開図 天文23年 (1554)1月21日～24日 (戦場を北方から見る)

『復元イラスト･中世の城と合戦』朝日新聞社1995年

いた信長と､軍事的に一体となって行動 した強力

な味方で､｢那吉野｣｢守山｣間とは天文21年段階

における信長の勢力範囲なのである｡もちろん勝

幡系織田氏として､信長の勢力圏には本貫の海東

郡があったはずだが､｢那吉野･守山｣間が問題と

なっているのは､｢智多郡井篠島商人｣が庄内川を

さかのぼり商売をしていたからであろう｡

以上の考察が認められると､永原氏の云 う (大

森右衛門尉-守山城下市場の ｢市物管理者｣説)

は成立しないと思われる｡

3)目的-e ｢然者不可致敵味方者也｣とは何か

この文書を (自由往来令)としたとき､この文

書の特徴をなす (反対給付) eには ｢然からば敵

味方を致すべからず｣とある｡奥野氏は ｢不可致

敵味方｣について､｢もちろん敵味方の戦いをして

はならないとした｣としている｡これは (智多郡

井篠島商人同士が敵味方となって載ってはならな

い)の意味なのだろうか｡意味不明である｡一方､地

名辞典や永原氏はこの部分に注意を払っていない｡

それ故ここでは (反対給付) eが持った政治的意

味を考察したいo

私は既に ｢A然からばB｣のBについては､文

書の差出人 ･受取人間の (交渉内容が記されたも

の)として理解すべきだ との仮説を提出してい

る36)｡この場合に当てはめると､信長が ｢大森平

右衛門尉｣を通じて ｢当所守山｣間における､(管

多郡や篠島の商人に対する保護)通交の自由を申

し出たのに対して､信長側が逆に､その対価 ･見

返りとして ｢智多郡井篠島商人｣が ｢敵味方をし

ないこと｣(今川･織田の対立に際し､厳正中立を

守ること)を要求したとなる｡

つまり ｢然からば敵味方を致すべからず｣とは､

信長が ｢智多郡井篠島商人｣に要求した交換条件

なのである｡文書の表面上からは知多郡や篠島の

商人が厳正中立を守るよう期待された世界は ｢当

所守山｣であるが､彼らの出身地知多半島にも影

響を及ぼしたと思われる｡敵地から来る商人に対

して､人身の自由を保証する代わりに､今川 ･織

田両氏の対立に対して､厳正中立を守らせたこと

で､信長は逆に､熱田から知多半島-の実質的な

自由交通権を得たのである｡

戦国時代にあっては､二つの勢力間の地域住民

が ｢半手｣と云う両属状態にある事例37)が明らか

にされているo天文21年に鳴海城主山口親子が今

川方-寝返った段階から､知多半島をめぐる海上
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航行路シーレーンの確保は信長にとって至上命題

となっており､｢境川｣周辺勢力との連絡のため是

非とも必要であった｡この文書の隠された目的は

ここにあったと思われる｡このような政治状況を

説明するものに､天文23年 1月の信長の ｢村木城

攻め38)｣がある｡

今川氏は水野信元の緒川城 (現知多郡東浦町)

を攻略すべく､城の北村木に付城を築き水野氏を

攻撃した｡緒川城の救援のために信長の行った｢後

詰め｣が ｢村木城攻め｣である｡もしも緒川城が

今川氏の手に落ちたなら､知多半島はもちろん愛

知郡にまで今川氏の勢力が及ぶことは明らかであ

った｡しかも当時信長は､清洲の坂井大膳と天文

21年 8月には ｢萱津の戦い｣で､翌年 7月には

｢成願寺の戦い｣で戦 うなど､清洲勢と今川勢の

両面の敵と対決していた｡

信長はこのピンチを斉藤氏との同盟をもとに克

服し､天文23年 1月には村木城を攻略し､この勝

利後の4月には清洲城を占領し､信秀没後の混乱

を収拾し危機を脱した｡先ず信長は斉藤道三に加

勢を頼み､安藤守就の軍一千を借 り､これを那古

野城の留守居役に頼んでから､1月21日に守山の

信光と共に出陣し､熱田から大風の中を船で知多

半島西海岸の常滑に渡り､緒川城に到着し水野軍

と合流した｡9時間にもわたる激戦の末､信長の小

姓多くが討ち死にする中で､村木城を落とし凱旋

した｡[図2参照]

この村木攻めに際して､信長が熱田から常滑-

の渡航の際､嵐の中での出航とは云え､篠島や知

多半島の海賊衆などが信長に敵対しなかったこと

に注目すべきである｡このような軍事 ･政治的な

関係から当該文書は作成されたと考えて良いので

はあるまいか｡つまり ｢智多郡井篠島商人｣たち

に信長のお膝下の ｢那吉野｣｢守山｣間での活動に

保護を加えることによって､知多半島の海賊衆が

信長に敵対しないよう､シーレーン確保を目的と

していたと考えられよう｡

この文書の後､永禄年間以降発給される信長文

書においては､このような (反対給付)付きの

(自由通交令)は見受けられないが､それだけ信

長の支配領域が拡大し､支配権も安定したと考え

られるのではあるまいか｡

4)自由通行とは何か

ここでは C とdを中心に考察を行いたい｡先に

掲げた史料B～Eにおいては､(往来･通行の自由)
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の保証された (範囲)をb､(保証文言)をdと二

分して考えたが､(往来･通行の自由を保証する文

言)自体は ｢往反事不可有違乱｣｢往還不可有煩｣

などとなろう｡そこで次に取 り上げるべきは､史

料 F 39)である｡

俵子船壱牌之事､諸役等令免許上者､無異儀可往

反者也､仇状如件､

天文廿三 上総守

十一月十六日 信長 (花押)

祖父江五郎右衛門殿

Fでは (往来･通行の自由)を保証する (範圃)

は明示されていないが､この｢無異儀可往反｣は｢往

反事不可有違乱｣と同じ意味だと考えられよう｡

Fのケースでは (往来 ･通行の自由)は ｢諸役等

の免許｣に関わり､具体的には関銭の免除と考え

られる｡現在の通説では､通行の自由とは専ら経

済的な問題で､開所での (関銭徴収からの自由)

と理解され､通行自由の妨害者は人々から関銭を

徴収する (関所)であり､信長はこの関所を撤廃

し､通行自由を確立したとされている｡

それ故史料B～Eも､一般には関銭免除と理解

されている｡しかしA文書の ｢往反事-違乱有る

べからず｣は関銭の免除とは考えられない｡A文

書の Cにある ｢国質 ･郷質 ･所質井前々喧嘩､戎

如何様之雄有宿意之儀｣は ｢違乱｣の具体的な

(例示)であり､通行の自由を具体的に保証 した

内容である｡A文書は智多郡 ･篠島商人たちが明

白に今川方だとすると､｢那吉野･守山｣間で ｢国

質 ･郷質 ･所質｣や ｢喧嘩｣｢宿意｣の対象になる

可能性があったことを示している｡

峰岸純夫氏が｢国質･郷質ノー ト40)｣において､勝

俣鎮夫氏の ｢国質 ･郷質についての考察｣以来の

論争をまとめ､国質 ･郷質は勝俣説のように経済

的な債権 ･債務関係に限定されるべきではなく､

｢国質 ･郷質を取るということは､債権 ･債務関

係の質取行為というよりは､損害 ･被害に対する

それ相当の償いを集団の実力で押し取る自力救済

行為の発動である｣としている｡このことは Cの

｢国質 ･郷質 ･所質井前々喧嘩､戎如何様之雄有

宿意之儀｣を理解する上で重要である｡

｢前々喧嘩､戎如何様之雄有宿意｣が問題の原因

となった ｢本主｣を直接保護することを意味して

いるのに対して､｢国質 ･郷質 ･所質｣は問題の原

因となった ｢本主｣の属する共同体の第三者に対



50 安 野 真 幸

して､｢本主｣の償いを引き出すためになされる質

取行為からの保護であるO｢宿意｣とあるからには､

敵討ちなども ｢違乱｣として禁止されたと考えら

れよう｡それ故 (往来 ･通行の自由)とは､質取

り･喧嘩などから ｢人身の自由｣を守ることであ

ったと考えられるO

このことは戦国期の ｢関所｣とは何かと云 う問

題に関わってこよう｡鍛代敏雄氏41)や宇佐見隆之

氏42)は通説 (自由通行権-関銭徴収の免除)を再

検討し､｢関所｣は軍事警察的な存在で､関銭は保

護に対する反対給付としている｡つまり､道路や

水路で人身の自由 ･安全を守ったのは軍事警察的

な関所で､湊 ･宿 ･町 ･道路などでの関の存在は､

現在の ｢交番｣と同様､治安維持に中心があった

となる｡この考えは ｢違乱｣の具体的な (例示)

Cをよく説明してくれよう｡

A文書は天文二十一年の ｢那吉野 ･守山｣間と

いう臨戦体制下で発給された文書であり､F文書

は天文二十三年の海東郡津島地域という勝幡系織

田氏の根拠地で発給された文書である｡秩序が安

定していれば､経済的な問題が表面化するが､戦

時下では軍事 ･警察面が強調されたと考えること

ができよう｡｢智多郡井篠島商人｣たちは信長の法

の保護下に置かれたことで､人身の自由 ｢平和｣

が保証され､逆に ｢国質 ･郷質 ･所質｣等々の自

力救済権を奪われたのである｡

我々の想像が正しいなら､戦国期以前の社会で

は ｢智多郡井篠島商人｣たちは､伊勢神宮の ｢神

人｣として､宗教的な権威を基に自由通行権を主

張していたと思われる｡彼らは交通に際して何ら

かの被害を被ったり､自己の主張が否定されたと

き､当然質取 りなどの自力救済に訴えたはずであ

るが､最終的には､自分の帰属している神々の宗

教的な威力としての呪術やハレの目の聖なる暴力

としての武力を用いた ｢嘆訴｣によりどころを求

めていた43) と思われる｡

宗教的な権威が人々の間で大きな力をふるうこ

とができる間は､神人たちのこうした ｢神人訴訟｣

は ｢寄沙汰｣｢請取沙汰｣にまで発展することもあ

った｡しかしここでは信長権力の下で､ハレの日

の暴力や自力救済は否定され､神人としての在 り

方の代わりに､法の保護下にある商人という新し

い身分となり､日常的な保護が約束されたのであ

る｡

5 文書の受取人- ｢大森平右衛門尉｣とはどの

ような人物か

既に先学が注目してきたように､｢国質 ･郷質 ･

所質｣や ｢喧嘩 ･口論｣の禁止は ｢市場の平和｣

として､市場という局地的な場所に対して出さる

ことが多かった｡しかしここでは ｢那吉野･守山｣

間というかなり広範囲な世界において｢市の平和｣

と同じものが命令されており､これを ｢道路の平

和｣ないしは ｢水路の平和｣令と名付けることが

できよう｡これを維持するためには､大森平右衛

門尉は道路や水路に対して､相当な武力を保有し

ていたことが想定される｡

｢大森平右衛門尉｣を奥野氏は (守山区大森の出

身)と､永原氏は (大森を本質とした在地豪族)

と理解 している｡これに我々も同意して良いと思

う｡守山区大森を地図で捜すと､東名高速道路が

矢田川を跨ぐ付近で､｢大森｣は名鉄瀬戸線の駅名

にもあり､庄内川の支流 ｢矢田川｣の川岸から金

城学院大学のLJ｣までの広い範囲を覆っている｡ま

た大森は守山区と尾張旭市の接する東の境でもあ

る｡以上から ｢大森平右衛門尉｣は信長の勢力範

囲の東の ｢関所｣の管理者と考えられる｡

ここで再度奥野氏の (大森平右衛門尉-智多郡

郡代説)や､永原氏の (守山城下市場の ｢市物管

理者｣説)を検討 したい｡両氏の考えは､共に

｢当所守山｣の理解とも密接に関わっており､奥

野説は ｢当所守山｣が ｢智多郡井篠島｣と ｢守山｣

との間を意味していることを前提としていた｡し

かし既に明らかにしたように､当時の織田 ･今川

両氏の対立関係の中では､信長が知多郡に郡代を

派遣することなど不可能で､(大森平右衛門尉-智

多郡郡代説)は成立しないと思われる｡

また永原説は ｢当所守山｣が ｢守山城下市場｣

であることを想定している｡しかし ｢当所守山｣

が ｢那吉野｣｢守山｣間となった今､｢大森平右衛

門尉｣は局地的な ｢市場｣などよりも､もっと広

い範国で ｢智多郡や篠島の商人｣に対する保護を

行っており､｢市物管理｣以上の権限を持っていた

と思われる｡｢智多郡や篠島の商人｣が行商人や振

り売 り商人からなり､流通業にも深く関わってい

たと思われるので､｢大森平右衛門尉｣は彼 らの

｢商人頭｣と考えられよう｡

次に､知多郡や篠島の商人たちが水運に関って

いたとすると､｢大森の関｣とは､｢瀬戸街道｣上

の (陸上関)か ｢矢田川｣の (水上関)かが問題
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である｡｢大森｣は伊勢湾一庄内川一矢田川の水運

を利用 した船荷の (陸揚げ拠点)で､また矢田川

の北岸を川に沿って進む ｢瀬戸街道｣上の (宿)

でもあり､｢大森平石衛門尉｣は知多郡･篠島商人

たちの ｢定宿｣の主人と想像される｡彼は ｢商人

司｣で ｢開所｣の管理者で同時に ｢定宿｣の主人

と考えられよう｡

最近の ｢商人司｣の研究44)によれば､多くの行

商人たちを支配下に置いた ｢商人司｣は､｢定宿｣

の主人であると同時に ｢関所｣をも預かり､道路

支配について強い発言権を持っていたとある｡つ

まり信長は船荷の (陸揚げ拠点)で ｢瀬戸街道｣

上の (宿)にある､知多郡 ･篠島商人たちの ｢定

宿｣の主人 ｢大森平右衛門尉｣を､この文書で

｢商人司｣ 45)に任命 し､彼等に対する保護を命じ

たのだと考えられよう｡当然質取 りや喧嘩から彼

らを守るため､彼には若干の武力は認められてい

た｡

つまり ｢智多郡井篠島商人｣たちは､信長-

｢商人司大森平右衛門尉｣系列の下で､法に基づ

く保護の対象として人身の自由- ｢平和｣が保証

され､商人身分として社会的な位置づけが与えら

れたのである｡商人たち-の保護の背景には信長

- ｢大森平右衛門尉｣系列-の暴力の独占､戦国

大名権力が宗教的な権威の力を排除して､一元的

に社会秩序の維持者となったことが考えられるO

こうして､知多郡 ･篠島商人たちからは質取 りや

喧嘩などの自力救済権が奪われたのである｡

6.むすび

これまで明らかにしてきたことをここで再度ま

とめることで結びとしたい｡

1.｢智多郡井篠島商人当所守山往反事｣とは､(知

多郡と篠島の商人が知多郡 ･篠島と守山間を往反

すること)でも､(知多郡･篠島の商人を守山市場

に招致すること)でもなく､(信長の勢力範囲であ

る庄内川中流域の那古野と守山間を恐らくは水路

を中心に往反すること)を意味した｡

2.｢国質 ･郷質 ･所質､井前々喧嘩､戎如何様之

雄有宿意之儀､不可有違乱候｣とは､臨戦下にあ

る信長の勢力圏において知多郡 ･篠島の商人に対

して､国質 ･郷質 ･所質などの質取 りや喧嘩など

からの保護を約束 し､｢どのような宿意があって

も｣人身の自由､往反の自由は守ると強く保証し

ているのである｡
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3.｢然者不可致敵味方者也｣とは､今川方との対

立の激化する中で､知多郡 ･篠島の商人に対し厳

正中立を守るよう要求したもので､直接的には那

古野 ･守山間での敵対行動の禁止だが､間接的に

は知多郡 ･篠島の海賊衆たちが信長に敵対せず､

信長にとっての生命線である熱田 ･知多半島 ･緒

川の海上交通路の確保を目的としていた｡

4.｢大森平右衛門尉｣とは､守山の大森を本貫と

した在地豪族で､｢宿｣や ｢関｣と関わりを持ち､

知多郡 ･篠島の商人の商人宿の主人だったと思わ

れるが､この折紙により､彼らの商人司になった

人物と考えられ､道路 ･水路の平和を維持するた

めの武力の存在が考えられる｡
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る ｢神訴｣や伊藤正敏 『中世寺院勢力と境内都

市』[吉川弘文館 1999年]の第二章 ｢寺社勢力

の強制力｣特に ｢強制力としての呪術｣を参照

した｡私の今後の課題 としたい｡

44)桜井英治『日本中世の経済構造』岩波書店 1996

年､宇佐見隆之 『日本中世の流通 と商業』吉川

弘文館 1999年｡

45)校正中に下村博信 ｢織田弾正患家と尾張武士｣

[『織豊期研究』創刊号 1999年]を入手 した｡

本校の考察 と重なるところが多いのに利用でき

なくて残念であった｡ここで下村氏は､① ｢大

森平右衛門尉｣は熱田の回船業者荒尾大森平左

衛門本人か､或いはその一族で､②荒尾屋の屋

号から大森氏は知多郡荒尾郷出身の商人で､商

人頭 (触頭)であった｡･③ ｢当所守山｣は熱田

守山間で知多郡 ･篠島から熱田までは海路で､

熱田から那古野 ･守山までは内陸路でと往還 し

た､とされたD史料の中から熱田の回船業者で

ある荒尾屋大森乎左衛門を発見したことは大き

な功績である｡また大森平右衛門尉を商人頭 と

する点は私の考察 と一致する｡しかし私は知多

郡 ･篠島の商人たちは庄内川の河口で海船から

川船に乗 り換えたと考えている｡

(2003.1.14受理)


